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【今月の一言】 

本日 31 日付の新聞には所得税減税の記事が踊っています。減税規模３兆円。 

過去の報道では、今月に始まったインボイス制度による税収見込みは 2480 億円。 

これを単純に並べるのは話が違うのかもしれません。が、減税できる税収があるの

であれば、もっとシンプルな消費税の制度設計にすべきと感じます。 

それはともあれ、良い時候になってきました。デスクに向かっていることが多い

仕事ですので、意識的に屋外に出向こうと思います♪ 

 

【親会社などへ支払う配当源泉が 10 月から不要に】 

令和4年度税制改正において、内国法人（一般社団法人等を除く）が支払を受ける配当等で

次のものについては、所得税の源泉徴収を行わないことになりました。 

1.  完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等  

2. 配当等の支払に係る基準日に、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等

の発行済株式等の総数等に占める割合が３分の１超である場合における当該他の内

国法人の株式等に係る配当等 

【改正前の取り扱い】 

親法人（内国法人）へ支払われる配当等は所得税の課税対象であり、配当等の支払をする

子法人（内国法人）は、配当等の支払時に原則として 20.42％の源泉徴収を行います。 

親法人は法人税の確定申告において源泉徴収された所得税について所得税額控除の適用を

受け、税額控除または還付金の支払いを受けます。 
 

【改正後の取り扱い】 

令和4年度税制改正により、内国法人（一般社団法人等を除く）が支払を受ける配当等につ

いて、次のものは源泉徴収を行わないことになりました： 

１． 完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等 

２． 配当等の支払に係る基準日に、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式

等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内

国法人の株式等に係る配当等 

３． 上記以外の株式等に係る配当等については引き続き源泉徴収が必要です。 
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【受取配当等の益金不算入制度と源泉徴収不適用制度の関連性】 

受取配当等の益金不算入制度と源泉徴収不適用制度の関連性について次の表にまとめてみ

ました。以下に内容をまとめます。 

 

株式保有割合 益金不算入割合

完全子法人株式等 100%（注1） 100％益金不算入

1/3超100％未満 100% 直接支配（注2,3） 適用あり(改正)

（注3,4） 負債利子控除あり 間接支配（注4） 適用なし

その他の株式等 5%超1/3以下 50%

非支配目的株式等 5％以下（注2) 20%
適用なし

受取配当等の益金不算入
源泉徴収不適用制度

適用あり(改正)（注1）

関連法人株式等

 
（※１）原則として子法人の発行済株式総数等（自己株式等を除く）のうち一定割合（100

％又は1/3超）を配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで引き続き株式

保有していることが必要です。 

（※２）配当等の支払基準日の株式保有状況で判定します。 

（※３）他の法人を介在することなく、親法人が子法人の発行済株式総数等の1/3超を保有

し、支配することをいいます。 

（※４）完全支配関係がある他の法人と共に、親法人が子法人の発行済株式総数等の1/3

超を保有し、支配することをいいます。 

 
（出典：金融庁 令和４年度税制改正について 税制改正大綱等における金融庁関係の主要項目） 

 

【適用時期】 

改正は、2023 年 10 月 1 日以後に支払われる配当等から適用されます。 

 

【最後に】 

改正の主な目的は、完全子法人株式等の配当に関する源泉徴収の免除を通じて、企業の

資金繰りを改善し、事務負担を軽減することです。裏事情として税務署側の還付金と還

付加算金の還付事務が軽減されることがあるようです。納税側と徴収側の双方にメリッ

トがある改正となりました。 

 


